
総長選考会議から教育研究評議会に対して適任者１０名程度の推薦依頼

公示（総長選考会議により実施）

学内意向投票（総長選考会議により実施）
・選任数１名
・投票資格：理事、教授、准教授又は講師

事務職員、技術職員又は教務職員のうち専門員相当職以上の者
（特定有期雇用教職員、有期雇用教職員及び時間雇用教職員を除く）

・被選挙資格：第一次総長候補者６名

（学内意向投票において得票過半数の者がない場合）

決選投票（総長選考会議により実施）
・投票資格：学内意向投票に同じ
・被選挙資格：第一次総長候補者の得票多数の者２名

総長選考会議 開催（第一次選考の実施）
・選任数：６名（うち学外者は２名以内）

総長選考会議 開催（第二次選考の実施）
・選任数：１名

総長候補者決定

学内予備投票（教育研究評議会により実施）
・選任数１０名程度
・投票資格：理事、教授、准教授、講師、助教又は助手、 事務職員、技術職員又は教務職員（特定有期雇用教職員、有期雇用教職
員及び時間雇用教職員を除く）
・候補者資格：理事、教授、任期３年未満の補欠の総長がいる場合はその総長

教育研究評議会 開催
・総長選考会議に推薦する総長予備候補者１０名程度の決定（総長選考会議へ推薦）

京都大学における総長選考の流れ
資料１



京都大学における意思決定プロセス

経営協議会
法人法に規定される法定案件を附議

（主に経営に関する事項）

各担当理事・所管部課
企画・立案

部局長会議
全学に対する実質的な協議の場

役 員 会

教育研究評議会
法人法に規定される法定案件を附議

（主に教育研究に関する事項）

法人法に規定され
ていないが大学とし
て意思決定が必要
な事項

その他学内規程 等中期目標・中期計画の策定
財務・給与に係る規程改正 等

重要財産の処分 等

企画委員会
施設整備委員会
財務委員会 など

諮
問
・答
申

総 長

部 局
教授会を設置

調
整

法人法に規定され
ていないが大学とし
て意思決定が必要
な事項

調整

設置目的：

京都大学の経営及び教育研究を円滑に行
うために必要な連絡、調整及協議を行う
構成員：

総長、理事、副理事、副学長、研究科長、
附置研究所の長、医学部附属病院長、セン
ター長 等 現在５１名


